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       令和５年第１回西予市議会定例会厚生常任委員会会議録 

１．開催日時 令和５年２月２４日 

１．開催場所 西予市議会第２委員会室 

１．開  会 令和５年２月２４日 

       午前 ８時５５分 

１．閉  会 令和５年２月２４日 

       午後 ０時４２分 

１．出 席 委 員        

   委員長  竹﨑 幸仁 

   副委員長 酒井 宇之吉 

   委員   宇都宮久見子 

   委員   中村 一雅 

   委員   二宮 一朗 

  委員   森川 一義 

１．欠 席 委 員 

   な  し 

１．欠 席 委 員 

   な  し 

１．出席説明員 

医療介護部長   藤井 兼人 

生活福祉部長    

兼福祉事務所長  一井 健二 

西予市民病院事務長  麓  寿春 

野村病院事務長  垣内 千幸 

つくし苑事務長  岩本 博文 

福祉課長     池田いずみ 

長寿介護課長   土居 文人 

子育て支援課長  宇都宮 博 

市民課長     谷口 佳代 

三瓶生活活福祉課長  兵頭 俊也 

城川支所生活福祉課長  中城多喜恵 

環境衛生課長   大塚 義導 

健康づくり推進課長  大野本 敦 

医療対策室室長  亀岡 敦志 

医療対策室係長  片山 裕介 

西予市民病院事務長補佐  竹内 寿男 

西予市民病院係長  稲葉 和司 

野村病院事務長補佐  富永 一彦 

野村病院係長   西森  潤 

つくし苑事務長補佐  松崎 美智 

福祉課長補佐   大内 俊二 

福祉課係長    竹内 奈美 

福祉課係長    三好 和義 

福祉課係長    萩原 武志 

長寿介護課長補佐   竹中 千恵 

長寿介護課係長  野本 伸治 

長寿介護課係長  山下 元紀 

子育て支援課長補佐  信宮 佳子 

子育て支援課係長  村上 真紀 

子育て支援課係長  清家  亮 

市民課長補佐   二宮 国男 

市民課係長    小野  恵 

市民課係長     松田  望 

市民課係長    竹田 哲志 

環境衛生課長補佐  武内 幸希典 

環境衛生課係長  三好 進祐 

健康づくり推進課長補佐  井上 理恵 

健康づくり推進課長補佐  兵頭  真 

健康づくり推進課係長  山下 弘子 

健康づくり推進課係長  権田 恭子 

健康づくり推進課係長  松本 史子 

１．出席議会事務局職員 

   書記    大森 恵津 

１．会議に付した事件   

議案第２６号   令和４年度西予市一般会計補正

予算(第11号） 

  議案第２７号  令和４年度西予市国民健康保険

特別会計補正予算(第４号) 

    議案第２８号   令和４年度西予市後期高齢者医

療特別会計補正予算(第２号)  

議案第２９号   令和４年度西予市介護保険特別

会計補正予算(第２号) 

議案第３４号   令和４年度西予市病院事業会計

補正予算(第２号) 

議案第３５号  令和４年度西予市野村介護老人

保健施設事業会計補正予算(第

２号) 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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  開会 午前８時 55 分 

○酒井副委員長 

これより令和５年第１回定例会厚生常任委員会

を開催いたします。 

開会にあたり委員長より挨拶があります。 

○竹﨑委員長 

委員長が挨拶を行う。 

○酒井副委員長 

次に藤井医療介護部長より挨拶をお願いしいた

します。 

○藤井医療介護部長 

藤井医療介護部長が挨拶を行う。 

○酒井副委員長 

議案審査に移る前に注意事項を申し上げます。 

発言の際は挙手の上、委員長の許可を得て発言

をしてください。 

また、委員会への携帯電話の持込みは御遠慮く

ださい。 

それではこれよりの進行は委員長が行います。 

 

【医療介護部】 

【医療対策室】 

○竹﨑委員長 

初めに、議案第 26 号「令和４年度西予市一般

会計補正予算（第 11 号）」についてを議題とい

たします。 

亀岡医療対策室長の説明を求めます。 

○亀岡医療対策室長 

議案第 26 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第 11 号）」につきまして医療対策室関係

予算の御説明を申し上げます。 

今回の補正は、今年度事業の所要額精査により

補正するものでございます。 

まず歳出から説明させていただきます。 

補正予算書 34 ページをお開きください。 

4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務

費の事業概要の上から２番目の巡回診療車運営事

業についてですが、35 ページをお開きください。

18 節負担金補助及び交付金、巡回診療車運営事

業負担金が今年度から惣川地区が週２回から１回

になったことから、必要額が減少することになり

まして、事業費を精査し負担金 432 万 3000 円を

減額しております。 

続きまして、事業概要の下から３番目、医療機

関新規開業促進事業ですが、18 節負担金補助及

び交付金の産科新規開業支援補助金 5000 万円と

小児科新規開業支援補助金 3000 万円について、

今年度、現時点で採択に至っていないため、来年

度当初に改めて計上することから合計 8000 万円

を減額しております。 

続きまして、予算書 34 ページ、事業概要下か

ら２番目の市立病院経営支援推進事業についてで

すが、35 ページ、12 節委託料のその他委託料、

市立病院改革推進業務委託料の契約時期を短く変

更したことによりまして、132 万円を減額してお

ります。また、今年度は敬作とおイネ事業を実施

しなかったことから、予算書 34 ページの 7 節報

償費の 30 万円、8 節旅費を 6 万 2000 円のうち

3 万円、そして予算書 35 ページになりますが、

10 節需用費を 30 万円、11 節役務費を 4 万円、

13 節使用料及び賃借料を 3 万円の合計 70 万円を

減額し、市立病院経営支援推進事業としまして合

計で 202 万円減額をしております。 

続きまして、補正予算書 62 ページを御覧くだ

さい。 

13 款諸支出金、2 項基金費、1 目基金費ですが、

後ほど歳入のところでも御説明申し上げますが、

看護師奨学金の元利収入があり、それを財源であ

った過疎地域自立促進特別基金に戻入れするもの

となっております。金額は 24 万円となっており

ます。 

次に、歳出について御説明いたします。 

予算書 18 ページを御覧ください。 

当室分は、18款繰入金、2項基金繰入金、22目

過疎地域自立促進特別基金繰入金 8922 万 7000 円

減額のうち、市立病院経営支援推進事業分 202 万

円及び産科小児科新規開業支援補助金 8000 万円

の合計 8202 万円の減額が当室分となっておりま

す。 

次に予算書 19 ページを御覧ください。 

18款繰入金、2項基金繰入金、32節ふるさと応

援基金繰入金ですが巡回診療車運営事業を減額し

ておりますので 2054 万 4000 円の減額のうち、当

室分は 116 万円を減額をしております。 

次に、同じく 19 ページ、20 款諸収入、3 項貸

付金元利収入、1 目貸付金元利収入、17 節西予市

立病院看護師等奨学資金貸付金収入ですが、先ほ

ど基金にありました事業となりますが、貸付け実

行しました学生が市立病院に就職しなかったこと

によります償還金 24 万円を計上しております。 
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市債につきましては、例年と大きな変更はござ

いません。 

以上で、医療対策室分の説明を終わります。 

御審議の上、御決定くださいますようよろしく

お願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

亀岡室長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○中村委員 

巡回診療車についてお尋ねします。惣川地区週

２回から週１回に日数を減らしたというのは、患

者数の利用減に伴うものなんでしょうか。それか

ら、今現状、巡回診療車はどのぐらい稼働してい

るかもあわせて教えていただいたらと思います。 

○亀岡医療対策室長 

今ほど委員おっしゃられましたように平成

30 年度から巡回診療車惣川地区に週２回、そし

て遊子川地区に週１回運行しているんですが、惣

川地区の人口減少に伴いまして、当初平成 30 年

度には、惣川は１回当たり 6.6 人の患者さんがお

られたんですが、令和３年度には 4.1 人にまで減

りまして、そのため令和４年度から週１回にした

ところでございます。今年度の１月末までの実績

にしましては、惣川地区が１日当たり 6.5 人、遊

子川地区が 7.1 人ということで今現在運行してい

る状態でございます。 

○中村委員 

先行きの見込みという巡回診療車の今後の活用

方法、当初は２地区の立ち上げで、かつ災害に対

しても機能するからということで、立ち上げた事

業だと思うんですけれども、県や国からの補助が

得られない中で、厳しい財政状況の中で運営して

いる。かつ、野村病院がそれを委託されてやって

いるというような現状がありますけど、ちょっと

厳しい言い方かもしれんけれども、いつまで続け

るんかなあみたいなことが先行心配なんですけど、

その点についてはいかがでしょうか。 

○亀岡医療対策室長 

巡回診療車５年目になっております。当初の目

的としましては土居診療所も一緒にということも

あったかと思いますが、今現在、診療所について

は１日あたり 20 人程度の患者さんがおられます

ので、なかなか診療所に統合というわけには、現

在のところ至っておらないのが現状でございます。

また運営を実施しております野村病院につきまし

ても、医師の不足によりまして、非常に運営の協

力には難しいところが生じておりますので、今後、

広げるとなりますと、西予市医師会と協議が必要

となってまいると思いますので、そこについては

また要望等あり次第また、検討を進めていきたい

と考えております。 

○中村委員 

先般西予市医師会との意見交換会を厚生常任委

員会でさせていただきました。医師会の先生方も

大変心配しておられて二次救急含めて今後の西予

市医療をどうしていくのだということについては、

お１人お１人お考えがしっかりしたものがあるよ

うでしたから、ぜひそこのところは調整をうまく

図っていただいて、とにかく無医地区の解消を目

指して巡回診療車は当初導入された、診療所が立

ち行かないから巡回診療で代替するという措置だ

ったように記憶しています。今後人口が減ってい

って、なかなか診療所を維持していくのが厳しい

となればやっぱり巡回診療車は有効な手段として、

一つあるのではないかなと思っています。火を絶

やさずに、医師会との調整を図っていただいて、

やっていただいたらなということは私の個人的な

希望です。よろしくお願いします。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○二宮委員 

産科小児科の 8000 万の減額の件ですけれども、

この１年間で問合せ等が何件ぐらいあったのか。

教えていただいたらと思います。 

○亀岡医療対策室長 

今年度に際しましては、問合せ等はまだ１件も

ないのが現状でございます。 

○酒井副委員長 

関連でございますが、医師会との話合いしたと

きに医師会との意見交換会の中で、人口減少の中

で経営的に産科小児科というのは、これぐらいで

は元をとるのに 30 年ぐらいかかるんじゃないか

というような話も 30 年じゃなかったかもしれま

せんけど、なかなか投資してやれないと。これだ

けいただいてやっても生活ができる経営ができる

ような状態にはならないという話が出ておりまし

たので、医師会さんともしっかりしたコミュニケ

ーションをとって、そしてどのように扱うか、そ

してこの予算を毎年上げるようになってくると思
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うんですけれども、このあたりも考えて対処して

もらいたいと思うんですが、いかがですか。 

○藤井医療介護部長 

今の西予市での出生数からすると、150 前後と

いうところで、確かに産科にしろ、小児科にしろ、

なかなかその人数では採算がとれないということ

は、先生方からお聞きをしております。市議会か

らも、この件に関しては、御提言もいただいてお

りますので、十分にその点も考慮して、ちょっと

令和５年度の予算には間に合いませんでしたが、

理事者とも協議をして、いい方向になるように、

また医師会とも協議をさせていただきたいと思っ

ておりますので議員の皆様も御協力をいただけれ

ばと思います。 

○酒井副委員長 

19 ページですが看護師の奨学金貸付元金の収

入でございますけれども、これについて、就職を

しなかった看護師さんがおられるということです

が、何名で、何カ月分の支給であったのか、ちょ

っとお尋ねしておきます。 

○亀岡医療対策室長 

令和３年度に奨学金を貸付しました１名が今年

度から月２万円ずつの償還をしておるところでご

ざいます。 

○酒井副委員長 

現在この奨学資金を借りている、そして、勉学

に励んでる実習生はどれぐらいおられます。 

○亀岡医療対策室長 

 令和４年度で今貸付をしておりますのが５名

おります。全体でこれまでに９名しておりますが、

そのうち５名は市立病院に就職をしている状態で

ございます。 

○酒井副委員長 

この奨学金制度の効果があったと認識をしてお

りますか、それとも実績上がってこれからも今後

とも成果があると思っておりますかお尋ねをいた

します。 

○亀岡医療対策室長 

ある程度、実績が上がってきておりますので今

後成果は上がってくるんではないかと思いますが、

いかんせん、子どもの人数も少ないということも

ありますし、奨学金を希望する学生もなかなか減

ってはきているんですけど、いろいろこの奨学金

につきましても、検討を進めながら、使いやすい

奨学金にしていきたいと考えております。 

○酒井副委員長 

育英奨学金の併設大学の病院の場合は、月 6 万

ぐらい、そして普通大学生４年生で 4 万円だった

と思うんですが、専門学校で 2 万円、そのように

記憶しておりますが、結局この金額を上げて、そ

してやられるという考え方はございませんか。 

○亀岡医療対策室長 

平成 28 年度にできまして、いろいろ制度の内

容も検討し、変更したりしておりますが金額を上

げることも選択肢の一つだと考えておりますので、

また検討を進めていきたいと考えております。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

議案第 26 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第 11 号）」について、原案に賛成の委員

の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 14 分） 

 

【病院】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時 18 分） 

続きまして、議案第 34 号「令和４年度西予市

病院事業会計補正予算（第２号）」を議題といた

します。 

麓西予市民病院事務長の説明を求めます。 

○麓西予市民病院事務長 

議案第 34 号「令和４年度西予市病院事業会計

補正予算（第２号）について御説明いたします。

予算書１ページをお開きください。 

第２条業務の予定量につきまして、（２）年間

患者数の入院を 1 万 1680 人減の４万 1610 人、外

来を 1 万 3852 人減の 7 万 4843 人とし、（３）

1日平均患者数の入院を 32人減の 114人、外来を

16 人減の 349 人に改めております。 

続きまして第３条収益的収入及び支出につきま

しては、収入において、1 款病院事業収益、1 項

医業収益を 3 億 3409 万 2000 円減額し、2 項医業

外収益では 1 億 5482 万 6000 円、3 項特別利益で
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は 2479 万円をそれぞれ増額し、病院事業収益の

総額を 38 億 8944 万 7000 円とし、支出において

1款病院事業費用、1項医療費用を 6380万 1000円、

2 項医業外費用を 57 万円それぞれ減額し、3 項特

別損失を 900 万円増額し、病院事業費用の総額を

46 億 1608 万 4000 円とするものでございます。 

続きまして、第４条資本的収入及び支出につき

ましては、収入において 1 款資本的収入、1 項出

資金を 100 万円減額し、2 項負担金及び交付金を

2496 万 3000 円、6 項奨学貸付返還金を 24 万円そ

れぞれ増額し、資本的収入の総額を 4 億 9118 万

1000 円とし、支出において 1 款資本的支出、3 項

投資を 76 万円減額し、資本的支出の総額を 6 億

8552 万 9000 円とし、資本的収入が資本的支出額

に対し、不足する額 1 億 9434 万 8000 円は、過年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

33 万 2000 円及び過年度分損益勘定留保資金 1 億

9401 万 6000 円で補填するものでございます。 

第５条議会の議決を経なければ流用することの

できない経費につきましては、（１）職員給与費

を 2000 万円減額し、総額を 26 億 9268 万 1000 円

とするものでございます。 

第６条他会計からの補助金では、（１）研究研

修費補助を 521 万 6000 円に、（２）共済追加費

用補助を 184 万 6000 円、（３）児童手当補助を

32 万 1000 円、（５）医師確保対策補助を 132 万

7000 円、（６）保育料助成金補助を 250 万円、

（７）感染対策補助 33 万円それぞれ減額し、

（４）基礎年金拠出金補助を 92 万 5000 円、（８）

その他経費補助を 1063 万 3000 円、（９）事業所

内保育運営補助を 21 万円、それぞれ増額するも

のでございます。 

それでは本補正予算のうち、西予市民病院分に

ついて御説明いたします。 

今回の補正は新型コロナウイルス感染症関連に

よる県補助金、一般会計補助金の補正及び令和４

年度の決算見込みに基づく業務量の補正とそれに

伴う医業収支等の調整を行うものでございます。 

予算書 23 ページをお開きください。 

事項別明細、1 款病院事業収益、1 項医業収益

では入院収益を 1 億 9549 万 4000 円、その他医業

収益を 200 万円それぞれ減額し、医業収益の総額

を 18 億 469 万 5000 円としております。これは新

型コロナウイルス感染症により入院制限を行った

ことによるものです。2 項医業外収益では、他会

計補助金を 609 万 3000 円、補助金を 5020 万

8000円、負担金及び交付金を 2048万 3000円増額

し、事業所内保育・病児保育運営収益を 57 万円

減額し、医業外収益の総額を 6 億 3194 万 1000 円

としております。これは、他会計補助金及び負担

金及び交付金につきまして、実績による調整と、

補助金につきましては新型コロナウイルス関連の

補助金を計上するものでございます。 

予算書 24 ページをお開きください。 

3項特別利益では、過年度損益修正益を 2420万

円増額し、総額を 5246 万円とするものでござい

ます。これにより、病院事業収益の総額は 24 億

8909 万 6000 円となります。 

続きまして予算書 25 ページをお開きください。

1 款病院事業費用、1 項医業費用では、給与費

1954万5000円、経費250万円、減価償却費640万

円、研究研修費 338 万 2000 円を、実績に基づき

それぞれ減額をし、医業費用の総額を 25 億

8217 万 3000 円といたしております。 

予算書 26 ページをお開きください。 

2 項医業外費用では、事業所内保育・病児保育

運営費を57万円減額し、医業外費用の総額を1億

5166 万 3000 円とし、その他特別損失を加え、病

院事業費用の総額を 27 億 3933 万 6000 円とする

ものでございます。 

予算書 27 ページをお開きください。 

資本的収入では出資金を 100 万円減額し、負担

金及び交付金 2496 万 3000 円、奨学貸付返還金

24 万円をそれぞれ増額し、総額を 2 億 9805 万

8000 円とするものでございます。これは、一般

会計からの負担金が主なものでございます。 

資本的支出では、投資において 76 万円を減額

し、総額を 4 億 40 万 4000 円とするものでござい

ます。これは、奨学貸付金の減によるものでござ

います。 

以上、西予市民病院分の説明とさせていただき

ます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願いいたします。 

○垣内野村病院事務長 

続きまして、野村病院分について御説明をいた

します。野村病院におきましても、補正の主なも

のは、新型コロナウイルス感染症関連による県補

助金及び一般会計補助金の補正、業務量の補正に

伴う決算見込みに基づいた医業収支の調整を行う
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ものでございます。 

次に、予算書 29 ページをお開きください。 

事項別明細書で御説明をいたします。 

まず、収益的収支の補正につきまして御説明い

たします。1 款病院事業収益、1 項医業収益では、

入院収益を 8840 万 3000 円、外来収益を 3180 万

5000 円、その他医業収益を 1639 万円減額し、医

業収益の総額を 9 億 4749 万円としております。

これは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に

より、入院及び外来診療を制限したことが大きく

影響をいたしております。 

2 項医業外収益では他会計補助金を 607 万

5000円減額し、県補助金 7944万 6000円及び負担

金及び交付金の 524 万 1000 円増額し、医業外収

益の総額を 4 億 3318 万 1000 円といたしておりま

す。他会計補助金及び負担金及び交付金につきま

しては、実績に応じて減額し、県補助金につきま

しては、新型コロナウイルス感染症の患者を受入

れたことに伴う補助金や病床機能再編支援事業給

付金を増額するものでございます。このほか特別

利益を合わせまして、病院事業収益を 5739 万

6000 円減額し、総額を 14 億 35 万 1000 円といた

しております。 

次に、予算書 31 ページをお開きください。 

1 款病院事業費用、1 項医業費用では、材料費

2138 万円、減価償却費 884 万 4000 円、研究研修

費 215 万円を減額し、資産減耗費 40 万円の増額

とあわせまして、医業費用の総額を 18 億 2329 万

4000 円としております。材料費の減額は患者数

の減少に伴い、薬品や診療材料が使用されなかっ

たことが要因と考えております。このほか特別損

失を合わせまして、病院事業費用を 2679 万

4000 円減額し、総額を 18 億 7674 万 8000 円とい

たしております。 

 以上、議案第 34 号「西予市病院事業会計補正

予算（第２号）」のうち、野村病院分の説明とさ

せていただきます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願いいたします。 

○竹﨑委員長 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○森川委員 

西予市立病院と野村病院、二つの病院が医業収

益がマイナスとなっていますが、２つともコロナ

のおかげで外来の制約がほとんどなんでしょうか。 

○麓西予市民病院事務長 

森川委員の質問、コロナの影響を受けた入院と

か外来の医業費用の減であるかという趣旨の質問

であったかと思うんですけれども、お答えします。

ご存知のようにコロナ禍３年を迎えるところなん

ですけれども、今年につきましては特に院内クラ

スター等が発生し、入院制限、それに伴いまして

外来にも影響が及びました。これによる医業収益

の減っていうのが大きなものと考えております。 

○垣内野村病院事務長 

野村病院におきましてもコロナに関する減収は、

市民病院と同じように起きております。院内クラ

スターもおきまして、それに伴いまして野村病院

では入院も制限しましたし、外来も、新規の外来

患者さんを制限したりしましたので、それで減収

に至っております。またあわせまして、整形外科

医が今年度は１名になっておりますので、そうい

ったところで、外来患者数入院患者数が減少して

おります。そういったところの減収も伴っておる

と思います。 

○酒井副委員長 

企業会計で出てくるんですけど、過年度損益勘

定留保資金っていうのがあるんですが、これ会計

的にどのように扱うんですか。補填、資本的収入

とそれが合わない場合にこれは実態、このお金は

あるんですか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 34 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時 35 分） 

○麓西予市民病院事務長 

酒井委員から、過年度損益勘定留保資金のこと

について御質問がありました。実際のお金はある

かどうかということなんですけども、実際のお金

はございません。これについては主に減価償却費、

機械とか大きいものを購入したときに、減価償却

費というところで計上するもののパーセンテージ

で積み上がっていくお金というふうに御認識をい

ただいたらと思います。 

○酒井副委員長 

もう１点それに関連したことで、セグメント資

産とセグメント負債、これについては、今言った

減価償却の中で生まれてくるようなもんであると

思ってるんですよ。私は、そしてこれのこの資産



 

－7－ 

負債について例えば病床、それから、そういうも

のに関して減価償却とかやられるわけですか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 36 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時 37 分） 

○麓西予市民病院事務長 

酒井委員からの御質問、セグメント資産もその

ような計算方法によるものかということなんです

けれども、このセグメント資産におきましても、

その計算方法により、減額をされるというふうに

御認識をいただいたらと思います。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○中村委員 

西予市民病院のほうで、職員給与費 2000 万円

収入、支出ともに落ちている。見ていると看護師

の給与等、それから福利厚生費になってるんです

けど、これは看護師さんが何人か減ったからとい

うことでの補正になるんでしょうか、そこのとこ

ろの事情を教えていただいたらと思いますが。 

○麓西予市民病院事務長 

これについて看護師につきましては、今、足り

ていないというところで募集をしております。そ

の募集に全て応じた人数で補正予算を組ませてい

ただいておりましたので、それの不足というとこ

ろを減額させていただいておると御認識いただい

たらと思います。 

○中村委員 

当初予定しとったように結果的に足りてないと

いうことですよね。だから給与費が落ちていると

いうことですね。理解しました。もう１点構いま

せんか。県の補助金で当初ゼロだったものは補正

で西予市民病院に 5000 万ほど、それから野村病

院に 7900 万ほどおりてきている。先ほどの説明

はコロナ対策による云々ということがありました

が、私の認識では１番最初には西予市民病院だけ

がコロナの指定病院になされていたような認識が

あるんですけど、そこのところ、どういう兼ね合

いでこういう金額になったのか教えていただいた

らと思いますが。 

○麓西予市民病院事務長 

中村委員の御質問なんですけれども、御認識の

とおりコロナの確定患者を扱うのは西予市民病院

のみでございます。ですから補助金の内容も違っ

ておりまして、西予市民病院は確定患者を扱う病

院としての入院患者受入協力金助成事業というふ

うなものと発熱外来を開いたという補助金、それ

から今申請中というものもあるんですけれども、

クラスターが発生したと、そういうところに下り

る補助金を計上させていただいております。 

○垣内野村病院事務長 

野村病院におきましては、感染症の病床を持っ

ておりません。一般病床、通常の病棟で入院患者

を、感染者を受け入れることになります。県の補

助金に関しましてはいろいろメニューがありまし

て、感染症病床を持つ病院以外の病院でも受入れ

た場合に外来患者を受入れた協力金ですとか、あ

と在宅にいらっしゃる患者さん、感染された患者

さんを訪問によって診療した場合とかそういった

ことで協力金という形でも補助金が出ております。

当院は後方支援病院というふうになっておりまし

て、陽性になられた患者さんを感染終了期間を満

了せずに受け入れる場合もありますので、そうい

ったことで、そういった患者さんを受け入れるた

めの空床確保のための補助金ですとかそういった

ことも補助金として、メニューの中に入っており

ます。そういったものを補助金として計上をいた

しております。 

○中村委員 

先ほど西予市民病院、野村病院ともに入院制限

がかかっていた、コロナによる入院制限だったと

いうふうに説明があったかと思います。制限をか

けるのは国や県がかけるのか、そこのところわか

んないですけどコロナによる入院制限かけたんだ

ったら、空っぽになってるベッドの補填について

は、やっていただけたんだろうかみたいなことを

勝手に思うんですがその点についてはいかがでし

ょうか。 

○麓西予市民病院事務長 

まず入院制限については病院で判断するもので

ございます。ただし、病院の判断に基づいて空床

とした病床については県のほうから補填をいただ

くこととなっております。 

○垣内野村病院事務長 

野村病院につきましても、今ほどの麓事務長の

説明と同じでございます。入院制限、外来制限に

つきましては、病院で感染を拡大させないために

判断をして、入院患者さんを抑えて診療を続けて

おりました。 
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○中村委員 

先ほどの県補助金の中には入院制限がかかった

空床となった分の補填も入っているということで

しょうかね。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 43 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時 44 分） 

○麓西予市民病院事務長 

中村委員の御質問、空床の分の補助金が入って

いるのかという御質問なんですけれども、今回の

補正には含めておりません。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。議案第 34 号「令和４年度

西予市病院事業会計補正予算（第２号）」につい

て原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により、当委員会としては原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 45 分） 

 

【つくし苑】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時 47 分） 

続きまして議案第 35 号「令和４年度西予市野

村介護老人保健施設事業会計補正予算（第２号）」

についてを議題といたします。 

岩本つくし苑事務長の説明を求めます。 

○岩本つくし苑事務長 

議案第 35 号「令和４年度西予市野村介護老人

保健施設事業会計補正予算（第２号）」について

御説明を申し上げます。 

今回の補正は新型コロナウイルス感染症関連に

よる県補助金、令和４年度の決算見込みに基づく

業務量の補正と収益的収入並びに資本的収入及び

支出を補正するものであります。 

補正予算書１ページをお開きください。 

第２条の業務の予定量では、令和４年度の療養

者数について当初の４万 625 人から 1,395 人少な

い、3万 9230人を見込んでおります。次に第３条

の収益的収入の補正につきましては施設事業収益

を568万6000円増額し、収入の総額を6億1377万

2000 円とするものであります。 

次に２ページをお開きください。 

資本的収入及び支出の補正につきましては資本

的収入を 14 万 2000 円減額し、収入の総額を

7717 万 3000 円とし、資本的支出は 45 万円減額

し、支出の総額を 8018 万 6000 円とするものであ

ります。第５条では他会計からの補助金の補正で

（１）児童手当補助 18 万円の増額、（２）基礎

年金拠出金補助 80 万 6000 円の増額、（５）その

他補助 59 万円の減額になっております。なお、

第３条の収益的収入並びに資本的収入及び支出に

つきましては事項別明細書で御説明をいたします。 

10 ページをお開きください。 

1 款施設事業収益、1 項施設運営事業収益につ

きましては、当初見込んでいた利用者数より通所

リハ利用者が、新型コロナウイルス感染症の影響

で減収になり 1330 万円を減額するものでありま

す。2 項施設運営事業外収益につきましては、第

５条で説明した他会計補助金の 53 万 8000 円、県

補助金については、介護職員処遇改善補助金

234万 8000円並びに新型コロナウイルス感染症補

助金として、施設内療養協力金補助 1230 万円、

コロナ加算事業所補助金 380 万、合計で 1844 万

8000 円を増額し、調整した結果、1898 万 6000 円

とするものであります。 

次に、11 ページと 12 ページにあります資本的

収入と支出ですが、どちらも備品の購入費用の減

少により減額になりました。11 ページの収入で

は、1款資本的収入、2項補助金、1目他会計補助

金は 14 万 2000 円を減額し、補助金の総額を

7717 万 3000 円、12 ページの支出では、1 款資本

的支出、1 項建設改良費、2 目固定資産購入費は

45 万円を減額し、建設改良費の総額を 507 万

8000 円とするものであります。 

以上、よろしく御審議の上、御決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

岩本事務長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○酒井委員 

２ページのね、第５条のその他補助金っていう
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のはどういうとこから入ってくるんですか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 52 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時 53 分） 

○岩本つくし苑事務長 

他会計補助金についてどこから入るかというこ

とでございますが、これは、西予市から入る補助

金でございます。代表的な分については、企業債

の利息償還金の補助等、いろいろな部門の西予市

からの補助のトータルして調整した結果でござい

ます。 

○酒井副委員長 

部長にお聞きしますがこれ一般会計からぽんと

補助金にしたらどうなんですか、分かりやすくて

いいんですが。なかなか、利子補給だとかそんな

ことにせずに。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 59 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前 10 時１分） 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

市から入っている補助金、先ほど説明しました

ように、これはこのような項目でさせていただい

たらと思います。 

○竹﨑委員長 

その他ありませんか。 

○中村委員 

１ページのとこなんですけど、療養者、通所者

ともに補正でマイナスになっている。だけど収入

でいうと施設事業収益としては上がっている。内

訳で見ると、施設運営事業収益はマイナスなんだ

けど、施設外事業でプラスで補填になっててみた

いなことでとらえてるんですが、これは意味が、

療養する人、通所する人は少ないけど、訪問介護

とかが伸びたのかなみたいなことではないのかな。

ちょっと分かるように説明してや。 

○岩本つくし苑事務長 

今回の通所リハの減額ですが、昨年の 12 月

13 日から今年の１月４日まで、つくし苑内で入

所者が新型コロナウイルスに感染し、クラスター

が発生しました。そのことによりまして、通所、

入所者を守って運営していかなければいけないの

で、通所リハを休んで、休止にさせていただきま

した。その分が通所リハの主な減額の理由でござ

います。それに伴いまして、新型コロナウイルス

感染症対策の愛媛県補助金が、施設内療養協力金

補助金でございますが、それとコロナ加算事業補

助金、これが大きな二つの補助金でございます。

この施設内療養協力金補助金につきましては、新

型コロナウイルスの感染した高齢者施設で、施設

内療養、医療体制が逼迫しておりますので、施設

内で療養を行って療養解除まで行った場合は、そ

の分に対して協力金として、県から補助金をいた

だく制度になっております。もう一つ、コロナ加

算事業補助金につきましては、クラスターが発生

しまして、いろいろな経費がたくさんかかってお

りますが、ここの分につきましてはかかり増し経

費ということで、クラスター発生時に必要と見込

まれる衛生用品の購入費用、それから、余分にか

かった、感染対策で割増し等を行った人件費等を

見るということでございますので、その分の補助

金を絡ませまして、歳入と歳出のバランスで、結

局は、利用者が減になっておりますが、補助金で

とっておりまして、プラスになっているというよ

うな状況でございます。 

○竹﨑委員長 

他にありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。議案第 35 号「令和４年度

西予市野村介護老人保健施設事業会計補正予算

（第２号）」について、原案に賛成の委員の挙手

を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時５分） 

 

【福祉事務所】 

【福祉課】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前 10 時 13 分） 

担当部長が変わりましたので、一井福祉事務所

長の挨拶をいただきます。 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

挨拶を行う。 
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○竹﨑委員長 

これより、福祉課の審査に移ります。 

議案第 26 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第 11 号）」についてを議題といたします。 

池田福祉課長の説明を求めます。 

○池田福祉課長 

それでは、議案第 26 号「令和４年度西予市一

般会計補正予算（第 11 号）」のうち、福祉課所

管分につきまして、補正予算書に基づいて御説明

を申し上げます。 

初めに歳出予算から御説明いたします。 

予算書 30 ページをお開き願います。 

3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務

費の福祉課所管分について御説明いたします。 

事業概要下段、民生児童委員活動推進事業

315万 3000円の減額でございますが、新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響により、民生児童委員協

議会県外研修を中止にしたことにより、その研修

経費にかかる民生児童委員協議会補助金と、職員

随行に係る旅費を減額補正するものでございます。 

次に事業概要、福祉避難所機能強化・整備促進

事業 6 万 3000 円の減額でございますが、本年度

整備した２カ所において整備費の見積り入札に減

少金が生じたため、減額補正をするものでござい

ます。 

次に、事業概要新型コロナウイルス感染症生活

困窮者自立支援金支給事業 13 万 8000 円の減額で

ございますが、事務作業に係る時間外手当を計上

しておりましたけれども、不用となったため、減

額補正をするものでございます。 

次に事業概要住民税非課税世帯等に対する臨時

特別給付金給付事業 4669 万 6000 円の減額でござ

いますが、この事業は、コロナ禍における原油価

格物価高騰等総合緊急対策として、令和４年度に

新たに非課税となった世帯等に対し 10 万円を給

付するもので、税データや転入世帯数により、対

象世帯数を見込み計上しておりましたけれども、

想定以上に対象外の世帯があり、事業の実績によ

り、事業費及び事務費を減額補正するものでござ

います。なお、当該事業の会計年度任用職員給与

費においても 5 万 7000 円の減額をいたしており

ます。 

次に、予算書 31 ページ上段、事業概要電力・

ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業

3080 万円の減額でございますが、この事業は、

電力・ガス・食料品等の価格高騰が続く中、特に

家計への影響が大きい、令和４年度住民税非課税

世帯等を対象に１世帯当たり 5 万円の給付をする

もので、支給実績及び見込みに鑑みまして、事業

費及び事務費を減額補正するものでございます。 

次に、予算書 32 ページを御覧ください。 

3款民生費、1項社会福祉費、4目障害者福祉費

3479 万 7000 円の減額でございますが、事業概要

コミュニケーション支援事業ほか７事業において、

事業実績及び見込みに鑑みまして減額補正をする

ものでございます。 

続きまして、33 ページの下段を御覧ください。 

3款民生費、3項生活保護費、1目生活保護総務

費、事業概要生活保護適正実施推進事業 9 万円の

減額でございますが、コロナウイルス感染症の影

響により、全国ケースワーカー研修会が中止とな

ったため、旅費が不要となり減額補正とするもの

でございます。その下、生活困窮者自立支援事業

の会計年度任用職員給与費でございますが、任用

者確定により、報酬手当 30 万 3000 円を減額補正

するものでございます。 

次に、34 ページの上段を御覧ください。 

3款民生費、4項災害救助費、1目災害救助費、

事業概要災害救助費（福祉課）分 57 万 3000 円の

減額でございますが、令和４年７月をもって再建

が完了した世帯分に係る民間借り上げ住宅の借上

料、修繕費等が不要になったことにより減額補正

するものでございます。歳出につきましては以上

でございます。 

続いては、歳入予算につきまして御説明申し上

げます。 

13 ページ中段を御覧ください。 

14 款国庫支出金、1 項国庫負担金、1 目民生費

国庫負担金、補正額 437 万 9000 円の減額補正の

うち、福祉課所管分について御説明いたします。

1 節社会福祉費国庫負担金の説明の欄を御覧くだ

さい。障害者自立支援給付費国庫負担金でござい

ますが、障害者総合支援給付事業等において、実

績や見込みに鑑みました歳出予算の減額に伴いま

して 1310 万円の減額補正を行うものでございま

す。特別障害者手当等給付費国庫負担金でござい

ますが、特別障害者手当給付事業において、実績

や見込みに鑑みました歳出予算の減額に伴いまし

て 150 万円の減額補正を行うものでございます。

3 節生活保護費国庫負担金の生活困窮者自立相談
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支援事業費等国庫負担金でございますが、生活困

窮者自立支援事業において、会計年度任用職員給

与費の歳出予算の減額に伴い 22 万 8000 円の減額

補正を行うものでございます。 

続きまして 14 ページ上段、14 款国庫支出金、

2 項国庫補助金、1 目民生費国庫補助金の 8121 万

9000 円の減額補正のうち、1 節社会福祉費国庫補

助金の説明の地域生活支援事業費等国庫補助金に

おいては、地域生活支援事業等、説明の新型コロ

ナウイルス感染症セーフティーネット強化事務費

交付金においては、新型コロナウイルス感染症、

生活困窮者自立支援金給付事業、説明の子育て世

帯等臨時特別支援事業費国庫補助金においては、

会計年度任用職員費を含む住民税非課税世帯等に

対する臨時特別給付金給付事業、並びに電力・ガ

ス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業、

それぞれの事業の歳出予算において、実績や見込

みに鑑みました減額に伴い減額補正を行うもので

ございます。3 節生活保護費国庫補助金の生活困

窮者就労準備支援事業費等国庫補助金においては、

生活保護適正実施推進事業の歳出予算の減額に伴

いまして、減額補正を行うものでございます。 

次に、予算書 15 ページ下段、15 款県支出金、

1 項県負担金、2 目民生費県負担金の 752 万円の

減額補正のうち、福祉課所管分は、1 節社会福祉

費県負担金において、説明の障害者自立支援給付

費県負担金を障害者総合支援給付事業等の実績見

込みに鑑みた歳出予算の減額補正により、655 万

円の減額をするものでございます。 

続きまして、予算書 16 ページ中段、15 款県支

出金、2 項県補助金、2 目民生費県補助金 241 万

円の減額補正予算のうち、福祉課所管分において

は、1 節社会福祉費県補助金の説明、地域生活支

援事業費県補助金を地域生活支援事業費等の実績

見込みに鑑みた歳出予算の減額により 107 万

4000 円の減額補正をするものでございます。 

以上、議案第 26 号「令和４年度西予市一般会

計補正予算（第 11 号）」の福祉課所管分の説明

を終わります。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

池田課長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○森川委員 

30 ページの新型コロナウイルス感染症生活困

窮者自立支援金支給事業の人数分かりますか。 

○池田福祉課長 

この事業につきましては、緊急小口などの定例

貸付を終了した世帯や再貸付について、不承認と

なった世帯に対して自立支援金を支給し、主に就

労による自立支援を図る支援金でございまして、

申請はもう 12 月末で終了しております。今年度

の実績としては、延べ３世帯、２世帯分は継続な

んですけれども、３世帯にとどまりまして、事業

の中の事務費、時間外勤務手当を計上しておりま

したけれども、そちらが不要になって減額したも

のでございます。 

○宇都宮委員 

住民税非課税世帯についてなんですけれども、

見込みがどれぐらいで、実態がどれぐらいだった

のかっていう件数と令和４年度新たにっていうこ

とで該当になった世帯がどれぐらいあるのか御説

明いただけたらと思います。 

○池田福祉課長 

委員お尋ねの住民税非課税世帯等に対する臨時

特別給付金給付事業でございますけれども、予算

計上時は、税データ、それから転入世帯等、家計

急変等の見込みで 1,100 世帯分を見込んでござい

ました。実績なんですけれども、予算計上すると

きは税データなんですが、実際にシステムを取り

込んで抽出するときは、この対象外となる世帯、

これが非課税世帯であっても世帯員全員が住民税

課税者の扶養に全員がなっている世帯対象になり

まして、そちらの給付金データの中では取り込ん

だときはそちらを省くという形になりまして、実

際に通知書、それから申請書等をお送りした世帯

は、713 世帯でございまして支給件数が 644 世帯

支給しております。 

○宇都宮委員 

令和４年度新たにっていう件数が 600 何件とい

うことでいいんですか。 

○池田福祉課長 

実際、新たに非課税になった世帯、先ほど申し

上げた税データですとか、実際に転入世帯こちら

の西予市に税データがございませんので、そちら

のほうで課税市町村に問合せをして、情報連携で

そういった世帯を省いた 1,100 世帯の中の省いた

世帯が 713 世帯なんで、新たに非課税になった世
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帯っていうのは、実際に省いた世帯になろうかな

と思うんですけれども、新たに非課税になっても、

実際にこの対象者にならない世帯っていうのがあ

るので、新たに非課税になった世帯っていうのは

概算で税データでしかちょっと分からないところ

があります。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 29 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前 10 時 38 分） 

○宇都宮委員 

わかりました。これ以上の答弁は結構です。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○中村委員 

14 ページの子育て世帯等臨時特別支援事業費

国庫補助金、マイナスで上がってるやつ 7755 万

3000 円、結構金額として大きいと思います。見

込みと確定の差額でマイナスが発生したみたいな

説明だったと思うんですが、こんだけ金額が乖離

するっていう何か不思議だなと、率直に。なぜそ

んな差が発生したのだろうということ、お答えい

ただけたらと思うんですけど。 

○池田福祉課長 

子育て世帯等臨時特別支援事業費国庫補助金に

ついては、先ほど御質問いただいた住民税非課税

世帯等に対する臨時特別給付事業それから、会計

年度を含む分なんですけれども、それと、電力・

ガス・食料品等価格高騰の給付金、この２つを歳

入として見込んでおります。どちらの事業も先ほ

どの説明とちょっと重複するんですけれども、予

算計上時は税データ、それから転入世帯数等で計

上しておるんですが、実際にシステムを取り込ん

だときには、そういった市内の扶養状況によりま

して対象外となる世帯、実際に転入世帯にあって

も課税市町村に照会をかけたときは実際はもう課

税だったっていうようなところで、見込みより実

績が減ったというところでございます。 

○中村委員 

当初の数字は覚えてない、申し訳ないんですけ

ど、この 7755 万円というなパーセンテージにす

るとどのぐらいなったのか。最初の予算はどれく

らいで。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 40 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前 10 時 45 分） 

○中村委員 

予算書の 14 ページ、子育て世帯の臨時雇用特

別支援事業の国庫補助金 7755 万 3000 円の減額に

ついてお尋ねをいたします。 

○池田福祉課長 

こちらの国庫補助金でございますけれども、住

民税非課税世帯に対する臨時特別給付金、それか

ら電力・ガス・食料品等価格高騰に関する給付金、

こちらの財源として充てられておるんですけれど

も、歳出予算計上時に、実際に税データですとか

転入世帯をひととおり非課税世帯と見込んで、実

際に予算計上しておったんですけれども、システ

ムを取り込みまして実際に抽出をしたときにそう

いった対象外となる、世帯全員が課税者の扶養に

なっている世帯であったり、転入世帯でも、実際

は非課税世帯であったっていうところが、想定よ

り多くあったということで大きく歳出予算が減額

しましたので、歳入予算を減額させていただいて

おります。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 26 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第 11 号）」について原案に賛成の委員の

挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 47 分） 

 

【長寿介護課】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前 10 時 50 分） 

続いて長寿介護課所管分のほうに移ります。 

議案第 26 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第 11 号）」を議題といたします。 

土居課長の説明を求めます。 

○土居長寿介護課長 
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それでは、議案第 26 号「令和４年度一般会計

補正予算第 26 号」のうち長寿介護課所管分につ

きまして、補正予算書に基づいて御説明を申し上

げます。 

歳出予算から御説明いたします。 

予算書 31 ページをお開きください。 

3款民生費、1項社会福祉費、3目老人福祉費に

つきまして、事業概要に沿って御説明いたします。

宇和福祉の里事業 45 万円を減額計上しておりま

す。本年度16団体約305万円の実績見込みから、

不用となります 18 節補助金を減額するものでご

ざいます。 

続きまして、敬老会活動支援事業 60 万円を減

額計上しております。本年度 109 件約 1577 万

3000 円の実績見込みから、不用となります 18 節

補助金を減額するものでございます。 

続きまして介護保険特別会計繰出事業 2083 万

1000 円を減額計上しております。これは、介護

保険事業の今年度実績見込みにより不用額を一般

会計から減額し、特別会計繰り出しするもので

27 節繰出金を減額するものです。詳細につきま

しては、介護保険特別会計補正予算の折に御説明

させていただきます。 

続きまして、在宅ねたきり老人等介護手当支給

事業 30 万円を減額計上しております。今年度手

当支給延べ人数 41 人、支給額 145 万円の実績見

込みから、不用となります 19 節扶助費を減額す

るものでございます。 

続きまして、会計年度任用職員給与費（老人福

祉庶務事業）40 万円を減額計上しております。

会計年度任用職員１名の給与の実績見込みから不

用額となります。1 節報酬を減額するものでござ

います。  

続きまして、養護老人ホーム三楽園建設事業

1532 万 5000 円を減額計上しております。これは

旧二木生小学校の解体に伴い、当初予定しており

ました事前調査が必要なくなったこと、三楽園新

築工事の設計監理委託料の入札による減額等の実

績見込みから、不用となります 18 節補助金を減

額するものでございます。以上で、歳出予算の御

説明とさせていただきます。 

続きまして、歳入予算の御説明を申し上げます。 

予算書の 13 ページをお開きください。 

14 款国庫支出金、1 項国庫負担金、1 目民生費

国庫負担金、1 節社会福祉国庫負担金に 28 万

4000 円を増額計上しております。これは、今年

度の低所得者保険料の軽減負担金の実績見込みに

よるものでございます。 

続きまして、予算書の 15 ページを御覧くださ

い。 

15 款県支出金、1 項県負担金、2 目民生費県負

担金、1 節社会福祉県負担金に 14 万 2000 円を増

額計上しております。これも今年度の低所得者保

険料の軽減負担金の実績見込みによるものでござ

います。 

続きまして、予算書の 18 ページを御覧くださ

い。 

18 款繰入金、2 項基金繰入金、7 目 1 節宇和福

祉の里基金繰入金に 45 万円を減額計上しており

ます。これは、今年度の宇和福祉の里事業の実績

見込みに伴い、事業の財源である基金繰入金を減

額するものでございます。 

続きまして、予算書の 21 ページを御覧くださ

い。 

21 款市債、1 項市債、2 目民生債、1 節社会福

祉債、1530 万円を減額計上しております。これ

は今年度の養護老人ホーム三楽園建設事業の実績

見込みに伴い、事業の財源である過疎対策事業債

を減額するものでございます。 

以上で、議案第 26 号「令和４年度西予市一般

会計補正予算（第 11 号）」長寿介護課所管分の

御説明とさせていただきます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

土居課長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○酒井副委員長 

75 歳以上の老人が減ってるんですか。減額に

なってますが。 

○土居長寿介護課長 

75 歳以上の方が減っているのが現状でござい

ます。 

○酒井副委員長 

これからもう 75 歳以上は減っていくというこ

とでよろしいんですね。 

○土居長寿介護課長 

今後も減少する見込みとなっております。 

○竹﨑委員長 
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そのほか質疑はありませんか。 

○酒井副委員長 

ちょっと聞き方悪かったんですけど。老人の

75 歳以上の事業費が 60 万減ってるんです。そい

つについて質問をしました。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 57 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前 11 時３分） 

○中村委員 

先ほどの酒井委員の質問に関連です。60 万円

の減額について、75 歳以上の高齢者が減ったと

いうことでしたけれども、各地区において敬老会

を開催しなかった地区もあると思いますが、そこ

のところの兼ね合いはいかがでしょうか。 

○土居長寿介護課長 

先ほどの御質問なんですが、実際に高齢者の人

数も減ってきているのが現状であります。あと合

わせまして、実際に行われなかった地区もありま

すし、実際の費用も、1人当たり 2000円となって

おりますがそこまでかからなかったというところ

もあります。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。議案第 26 号「令和４年度

西予市一般会計補正予算（第 11 号）」について

原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時４分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前 11 時４分） 

続きまして議案第 29 号「令和４年度西予市介

護保険特別会計補正予算（第２号）」についてを

議題といたします。 

土居課長の説明を求めます。 

○土居長寿介護課長 

それでは、議案第 29 号「令和４年度西予市介

護保険特別会計補正予算（第２号）」につきまし

て補正予算書に基づいて御説明を申し上げます。 

歳出予算から御説明いたします。 

予算書の８ページをお開きください。 

1款総務費、3項介護認定審査会費、1目介護認

定審査会費につきまして長寿介護課所管の事業内

容に沿って御説明いたします。会計年度任用職員

給与費（介護認定審査事業）9万 8000円を減額計

上しております。会計年度任用職員の通勤手当の

実績見込みから、不用となります 8 節旅費を減額

するものでございます。 

続きまして、2 目認定調査等費の会計年度任用

職員給与費（認定調査事業）155 万円を減額計上

しております。これは会計年度任用職員の勤務の

実績見込みにより不用となります 2 節給料 100 万

円、3節職員手当等 55万円を減額するものでござ

います。 

続きまして、2 款保険給付費、1 項介護サービ

ス等諸費、1 目介護サービス給付費、18 節負担金

補助及び交付金 1 億 2000 万円を減額計上してお

ります。これは今年度の各種介護サービス給付費

の実績見込みにより減額するものでございます。

財源につきましても、国庫支出金、県支出金、一

般会計繰入金、その他支払基金交付金を減額を調

整しております。 

続きまして、9 ページをお開きください。 

2 款保険給付費、6 項特定入所者介護サービス

等費、1 目特定入所者介護サービス費、18 節負担

金補助及び交付金 3800 万円を減額計上しており

ます。特定入所者介護サービス費とは、所得の低

い方の居住費や職員にかかる負担を軽減するため

に自己負担限度額を超えた費用を介護保険で給付

するもので今年度の実績見込みにより減額するも

のでございます。財源につきましても、国庫支出

金、県支出金、一般会計繰入金、その他支払基金

交付金を減額調整しております。 

以上、歳出予算の御説明とさせていただきます。 

続きまして、歳入予算を御説明いたします。 

予算書の６ページをお開きください。 

1款保険料、1項介護保険料、1目第 1号被保険

者保険料でございますが、今年度の介護保険料収

納額の見込み等により、特別徴収保険料 1606 万

7000円の減、普通徴収保険料 449万円の増、合計

1157 万 7000 円を減額計上しております。 

続きまして、4 款国庫支出金、1 項国庫負担金、

1目介護給付費負担金 2791万円を今年度の事業実
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績見込みにより減額計上しております。 

続きまして、5款県支出金、1項県負担金、1目

介護給付費負担金 2343 万 9000 円を今年度の事業

実績見込みにより減額計上しております。 

続きまして、6 款支払基金交付金、1 項支払基

金交付金、1 目介護給付費交付金 4265 万 9000 円

を今年度の事業実績見込みにより減額計上してお

ります。 

続きまして、予算書の７ページを御覧ください。

8款繰入金、1項一般会計繰入金、1目介護給付費

繰入金 1975 万円を減額計上しております。これ

は、今年度の介護給付費実績見込みによるもので

すが、市の負担は、介護給付費の 12.5％となっ

ております。同じく 2 目その他一般会計繰入金

164万 8000円を減額計上しております。これは、

今年度の会計年度任用職員の勤務の実績見込みに

よるものでございます。同じく 3 目低所得者保険

料軽減繰入金 56 万 7000 円を増額計上しておりま

す。これは、今年度の低所得者保険料の軽減負担

金の実績見込みによるものでございます。 

次に、8款繰入金、2項基金繰入金、1目介護給

付費準備基金繰入金 3323 万 2000 円を減額計上し

ております。これは、今年度の介護給付費実績見

込みによるものでございます。 

以上で、議案第 29 号「令和４年度西予市介護

保険特別会計補正予算（第２号）」についての御

説明とさせていただきます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

土居課長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 11 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前 11 時 12 分） 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。議案第 29 号「令和４年度

西予市介護保険料保険特別会計補正予算（第２

号）」について原案に賛成の議員の挙手を求めま

す。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 12 分） 

 

【子育て支援課】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前 11 時 15 分） 

子育て支援課所管分に移ります。 

議案第 26 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第 11 号）」を議題といたします。 

宇都宮子育て支援課長の説明を求めます。 

○宇都宮子育て支援課長 

それでは、議案第 26 号「令和４年度西予市一

般会計補正予算（第 11 号）」の子育て支援課所

管分について、予算書に基づき御説明申し上げま

す。 

予算書の 32 ページ下段を御覧ください。 

3款民生費、2項児童福祉費、1目児童福祉総務

費 953 万 2000 円の減額補正でございます。事業

概要１段目の保育所（園）管理事業につきまして、

市内に設置された公立施設を除く、特定教育保育

施設が実施する障害児保育事業の対象児童が当初

見込みより増加したため、事業に要する経費に対

し、障害児保育事業補助金 177 万 9000 円を増額

補正するものでございます。事業概要２段目保育

支援事業につきまして、スマイル保育園における

病児保育事業の令和４年度の利用者数の実績見込

みが新型コロナウイルス感染症の影響を受け、減

少したことから、病児保育事業業務委託料 401 万

円を減額補正するものでございます。この事業に

つきましては、歳入におきまして、国庫補助金、

県補助金、おのおの３分の１、133万 6000円の減

額補正を計上しております。事業概要３段目、新

型コロナウイルス感染症対策事業（児童福祉費）

につきましては、地方創生臨時交付金を活用し、

市内の幼児教育保育施設において、地域の自然や

文化体験活動に、市内観光バスを利用した取組等

に対し、地域の自然文化体験事業補助金を交付し、

ジオパークをはじめ、市内の自然文化に親しむこ

とと、市内の観光バスを所有または使用する事業

者の需要の回復、経済活性化を図ることを目的と

して実施しましたが、新型コロナウイルス感染症

第７波、第８波の影響を受けて、当初計画より実

績が下回りましたので、地域の自然文化体験事業

補助金 259 万 2000 円を減額補正するものでござ

います。 
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予算書 33 ページを御覧ください。 

事業概要１段目の児童公園整備事業につきまし

ては、令和４年度、令和５年度の継続事業として、

昨年 12 月にプロポーザルを実施し、令和５年１

月に施工業者と契約を締結いたしました。令和４

年度と令和５年度の年度割の変更に伴う 470 万

9000 円の減額補正でございます。 

これに関連いたしまして、継続費補正でござい

ます。予算書７ページを御覧ください。 

3 款民生費、2 項児童福祉費、児童公園整備事

業につきまして、事業費総額に変更はございませ

んが、令和４年度と令和５年度の年割額に 470 万

9000 円をそれぞれ増額する補正を計上させてい

ただいております。 

予算書 33 ページにお戻りください。 

3 款民生費、2 項児童福祉費、2 目児童措置費

2545 万 4000 円の増額補正でございます。令和３

年度子どものための教育・保育給付交付金の交付

額が確定になったことに伴い、国庫負担金及び県

負担金、並びに県補助金の返還金が生じたことに

より、償還金 2545 万 4000円の増額補正を計上す

るものでございます。 

続きまして、3 款民生費、2 項児童福祉費、保

育所費 377 万 5000 円の増額補正でございます。

先ほど、児童福祉総務費のスマイル保育園におけ

る病児保育事業利用者数の実績見込み減による病

児保育業務委託料 401 万円の減額補正について御

説明しましたが、この減額に伴い、スマイル保育

園管理運営事業における西予市民病院事業会計へ

の負担金、実績見込額が増額したことにより

377万 5000円を増額補正するものでございます。 

以上で、議案第 26 号「令和４年度西予市一般

会計補正予算（第 11 号）」子育て支援課所管分

についての説明とさせていただきます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

宇都宮課長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○宇都宮委員 

スマイル保育園について教えていただきたいん

ですけれども、事業所内保育と病児保育とあるか

と思うんですが、今、病児のほうはあれかもしれ

ないんですけど、直近で分かる人数が出れば数字

で教えていただきたいんですけれども。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 22 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前 11 時 23 分） 

○宇都宮子育て支援課長 

２月１日のスマイル保育園の利用者は 13 名に

なっております。 

○宇都宮委員 

説明の中で、新型コロナウイルスの関係で病児

保育が減額になりましたって説明があって、それ

を市民病院から繰り出してっていう説明があった

かと思うんですけれどもその辺りちょっともう少

し詳細な説明をお願いします。 

○宇都宮子育て支援課長 

スマイル保育園の病児保育事業につきましては、

新型コロナウイルス感染症の影響で病児保育施設

に園児を受け入れることが、今年度は出来ません

でしたので、その分を国庫補助の歳入が入ってき

ませんでした。その分を補填するために、スマイ

ル運営事業のほうで一般財源で予算を組ませてい

ただいております。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 22 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前 11 時 23 分） 

そのほか質疑はありませんか。 

○二宮委員 

児童公園整備事業なんですけれども、ちょっと

この補正と直接はあれかもしれないんですけど、

先日議員協議会か行政報告会かで説明があったと

きに、大型遊具ジャクレスというところの大型遊

具いう説明あったんですけども、森林環境譲与税

を使ってという当初の話だったんで、僕のイメー

ジは西予の木を使ってそれを大型遊具にするんか

なというイメージだったんですけどそういう検討

はなかったんですかね。 

○宇都宮子育て支援課長 

木製遊具の木材につきましては、西予市産材の

木材を８割使って建設予定するようにしています。

その設計等につきまして宇和土建がしていただい

て、その協力会社にジャクレスが設計していると

いうような感じになっております。 

○二宮委員 

分かりました。西予市の業者ではなかなかそれ
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は難しいということで、その作成するのは。 

○宇都宮子育て支援課長 

遊具につきましては専門的なこともありますの

で、協力会社としてジャクレスが入っていただい

ていると聞いております。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。お諮りいたします。

議案第 26 号「令和４年度西予市一般会計補正予

算（第 11 号）」について原案に賛成の委員の挙

手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 28 分） 

 

【市民課】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前 11 時 32 分） 

続いて市民課所管分に移ります。 

議案第 26 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第 11 号）」並びに議案第 27 号「令和４年

度西予市国民健康保険特別会計補正予算（第４

号）」並びに議案第 28 号「令和４年度西予市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」につ

いてを議題といたします。 

谷口課長の説明を求めます。 

○谷口市民課長 

それでは３議案について、一括して御説明を申

し上げます。議案第 26 号「令和４年度西予市一

般会計補正予算（第 11 号）」の市民課所管分に

つきまして、補正予算書に基づき説明申し上げま

す。 

一般会計補正予算書 27 ページを御覧ください。 

歳入歳出補正予算事項別明細書で御説明させて

いただきます。 

歳出から説明いたします。 

2款総務費、3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍

住民基本台帳費、マイナンバーカード交付事業、

補正額 68 万 9000 円の増額補正でございます。愛

媛県マイナンバーカード普及促進事業の追加実施

分に係る負担金 75 万 8000 円の増額と消耗品費等

不用額分で 6 万 9000 円の減額を計上しておりま

す。 

続きまして、31 ページを御覧ください。 

3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務

費、27 節繰出金、国民健康保険特別会計事業勘

定繰出事業で、補正額 2095 万 7000 円の増額補正

でございます。この繰出事業につきましては、国

民健康保険特別会計事業勘定で説明させていただ

きます。 

続きまして、32 ページを御覧ください。 

3款民生費、1項社会福祉費、9目後期高齢者医

療費、27 節繰出金、後期高齢者医療特別会計繰

出事業で、補正額 1724 万 4000 円の減額補正でご

ざいます。この繰出事業につきましては、後期高

齢者医療特別会計で説明させていただきます。 

続きまして、35 ページを御覧ください。 

4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務

費、27 節繰出金、診療所勘定繰出事業で補正額

152万 2000円の減額補正でございます。この繰出

事業につきましても、国民健康保険特別会計診療

施設勘定で説明させていただきます。 

次に歳入について説明いたします。 

歳入の 13 ページを御覧ください。 

13 款使用料及び手数料、2 項手数料、1 目総務

手数料、3 節戸籍住民基本台帳手数料、個人番号

カード再発行手数料補正額 3 万 6000 円の減額補

正でございます。法令の一部改正に伴い、市が徴

収したマイナンバーカードの再発行に係る手数料

を歳入歳出外現金へ預り金として一旦収受し、Ｊ

－ＬＩＳ（地方公共団体情報システム機構）へ納

入する運用に変更となったことから、当初手数料

で計上していた分を減額するものでございます。 

続きまして、同ページの 14款国庫支出金、1項

国庫負担金、1 目民生費国庫負担金、1 節社会福

祉費国庫負担金のうち、市民課所管分は、国民健

康保険基盤安定事業費国庫負担金保険者支援分の

確定による 941 万 6000 円の増額補正及び国民健

康保険未就学児均等割保険料国庫負担金の確定に

よる 74 万 9000 円の増額補正でございます。 

続きまして、15 ページを御覧ください。 

14 款国庫支出金、2 項国庫補助金、8 目総務費

国庫補助金、3 節戸籍住民基本台帳費国庫補助金、

個人番号カード交付事務費国庫補助金 82 万

4000 円の増額補正及びマイナポイント事業費国
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庫補助金 9 万 9000 円の減額補正でございます。

歳出はマイナンバーカード交付事業で普及促進事

業の県追加実施分に係る負担金 75 万 8000 円の充

当となります。 

続きまして、同ページの 15款県支出金、1項県

負担金、2 目民生費県負担金、1 節社会福祉費県

負担金のうち、市民課所管分は、国民健康保険基

盤安定事業費県負担金保険税軽減分の確定による

424万 3000円の増額補正及び保険者支援分 470万

8000 円の増額補正、国民健康保険未就学児均等

割保険料県負担金 37 万 4000 円の増額補正でござ

います。また、後期高齢者医療保険基盤安定事業

費県負担金の確定による 1043 万 7000 円の減額補

正でございます。 

続きまして、20 ページを御覧ください。 

20 款諸収入、4 項受託事業収入、1 目民生費受

託事業収入、1 節民生費受託事業収入、後期高齢

者医療広域連合受託事業収入 592 万 8000 円の増

額補正でございます。広域連合が市町村に委託す

る高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施

業務分の実績見込みによるものでございます。以

上で、議案第 26 号「令和４年度西予市一般会計

補正予算（第 11 号）についての説明とさせてい

ただきます。 

次に、議案第 27 号「令和４年度西予市国民健

康保険特別会計補正予算（第４号）」につきまし

て、補正予算書に基づき説明申し上げます。 

国民健康保険特別会計予算書の 10 ページを御

覧ください。 

歳入歳出補正予算事項別明細書で説明させてい

ただきます。歳出から説明申し上げます。 

1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、

補正額 262 万 6000 円の減額補正でございます。

市町村事務処理標準システム導入に関する契約金

額の減少に伴う減額補正、特定財源で一般会計繰

入金を減額調整するものでございます。1 款総務

費、2 項徴税費、1 目賦課徴収費、補正額 20 万

1000 円の減額補正でございます。印刷製本費の

実績見込みによる減額補正、特定財源で一般会計

繰入金を減額調整するものでございます。1 款総

務費、3 項運営協議会費、1 目運営協議会費、補

正額 12 万 5000 円の減額補正でございます。国保

運営協議会の開催回数の減による委員報酬と費用

弁償の減額補正。特定財源で一般会計繰入金を減

額調整するものでございます。 

続きまして、11 ページを御覧ください。 

3 款国民健康保険事業納付金、1 項医療給付費

分、1 目一般被保険者医療給付費分、補正額はご

ざいませんが、財源の組替えでございます。特定

財源で、県支出金 439 万 6000 円の減額、一般会

計繰入金、2240 万 9000 円の増額に伴う一般財源

1801 万 3000 円の減額調整でございます。主な理

由は、特別交付金２号交付金、保険基盤安定繰入

金及び財政安定化支援事業繰入金の実績見込みに

よる調整によるものでございます。5 款保健事業

費、2 項特定健康診査等事業費、1 目特定健康診

査等事業費、補正額はございませんが、財源の組

替えでございます。特定財源で、県支出金 490 万

9000 円の増額に伴う一般財源 490 万 9000 円の減

額調整でございます。主な理由は、特別交付金、

４号交付金の実績見込みによる調整によるもので

ございます。6 款基金積立金、1 項基金積立金、

1目財政調整基金積立金、補正額 2449万円の増額

補正でございます。県交付金、保険基盤安定繰入

金等の増額、一般管理費、直営診療施設勘定繰出

金の減額等があったことから、基金積立金を増額

調整するものでございます。 

続きまして、12 ページを御覧ください。 

7款諸支出金、2項繰出金、1目直営診療施設勘

定繰出金、補正額 6 万 8000 円の減額補正でござ

います。国保直営診療所繰出事業で、僻地直営診

療所運営費等補助金、土居診療所分を、交付申請

見込みにより減額調整するものでございます。 

続きまして、歳入について説明申し上げます。

国民健康保険特別会計補正予算書の９ページを御

覧ください。 

5款県支出金、2項県補助金、4目保険給付費等

交付金、補正額 51 万 3000 円の増額補正でござい

ます。主な内容は、特別交付金２号交付金、４号

交付金の実績見込みによる調整によるものでござ

います。7款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般

会計繰入金、補正額 2095 万 7000 円の増額補正で

ございます。保険基盤安定繰入金等の確定、一般

管理費の減額補正に伴う職員給与費等繰入金の調

整、財政安定化支援事業繰入金の調整に伴う増額

でございます。それに伴い歳出の特定財源の組替

えを行っております。 

以上が、事業勘定補正予算分でございます。 

続きまして、診療施設勘定会計歳入歳出補正予

算について説明させていただきます。 
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国民健康保険特別会計補正予算書の 17 ページ

を御覧ください。 

歳入歳出補正予算事業別明細書で説明させてい

ただきます。歳出から説明いたします。 

1款総務費、1項施設管理費、1目一般管理費、

補正額 293 万 7000 円の増額補正でございます。

退職する看護師の退職手当組合負担金、令和２年

度発熱外来診療体制確保支援補助金の精算に伴う

返還金を増額するものでございます。2 款医業費、

1 項医業費、1 目医業費、補正額 760 万円の減額

補正でございます。人口減少や転院等で患者数が

減少したため、医薬材料費等を減額するものでご

ざいます。5款公債費、1項公債費、1目元金、補

正額はございませんが、財源の組替えでございま

す。特定財源で繰入金 30 万円の減額に伴う一般

財源 30 万円の増額調整でございます。 

続きまして、歳入の 15 ページを御覧ください。 

1款診療収入、2項外来収入、目の合計で516万

2000 円の減額補正でございます。医業費と同じ

理由により患者数が減少したため、診療収入を減

額するものでございます。4 款繰入金、1 項他会

計繰入金、1 目一般会計繰入金、補正額 152 万

2000 円の減額補正でございます。検査等収入の

増額、患者数の減少による医薬材料費の減額等に

伴い、一般会計からの繰入金を減額するものでご

ざいます。4款繰入金、2項事業勘定繰入金、1目

事業勘定繰入金、補正額 6 万 8000 円の減額補正

でございます。土居診療所の僻地直営診療所運営

費等補助金の減額に伴い、事業勘定からの繰入金

を減額調整するものでございます。 

続きまして、16 ページを御覧ください。 

6款諸収入、2項雑入、1目雑入、補正額 208万

9000 円の増額補正でございます。検査等収入の

実績見込みにより増額するものでございます。 

以上で、議案第 27 号「令和４年度西予市国民

健康保険特別会計補正予算（第４号）」について

の説明とさせていただきます。 

次に、議案第 28 号「令和４年度西予市後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２号）」につきま

して、補正予算書に基づき説明申し上げます。 

後期高齢者医療特別会計補正予算書の７ページ

を御覧ください。 

歳入歳出補正予算事項別明細書で説明申し上げ

ます。 

歳出から説明いたします。 

1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、

補正額 106 万円の減額補正でございます。実績見

込みにより、年次更新被保険者証送付分と郵便料

を減額するものでございます。 

続きまして、同ページ中段の 1 款総務費、2 項

徴収費、1 目徴収費、補正額 48 万 7000 円の減額

補正でございます。実績見込みにより、納付書等

の印刷製本費及び保険料決定通知書発送分郵便料

を減額するものでございます。 

続きまして、2 款後期高齢者医療広域連合納付

金、1 項後期高齢者医療広域連合納付金、1 目後

期高齢者医療広域連合納付金、補正額 5717 万

9000 円の減額補正でございます。愛媛県後期高

齢者医療広域連合へ納付する後期高齢者保険料徴

収分の実績見込みによる 4199 万 8000 円の減額、

保険基盤安定負担金の確定による 1391 万 7000 円

の減額、広域連合共通事務費の確定による 126 万

4000円の減額、合計 5717万 9000円を減額するも

のでございます。 

続きまして、８ページを御覧ください。 

3 款保健事業費、1 項後期高齢者健康診査事業

費、1 目後期高齢者健康診査事業費、補正額

677万 3000円の減額補正でございます。令和４年

度健康診査受診者の実績見込みによる健康診査負

担金等を減額するものでございます。 

続きまして、歳入について説明申し上げます。

歳入の６ページを御覧ください。 

1 款後期高齢者医療保険料、1 項後期高齢者医

療保険料、1 目特別徴収保険料、補正額 3828 万

5000 円の減額、2 目普通徴収保険料、補正額

371万 3000円の減額、合計 4199万 8000円の減額

補正でございます。主な理由は、現役並み所得の

被保険者の減少によるものでございます。 

続きまして、同ページの 3 款繰入金、1 項一般

会計繰入金、1 目事務費繰入金、補正額 332 万

7000 円の減額、2 目保険基盤安定繰入金、補正額

1391 万 7000 円の減額、額の確定により合計

1724 万 4000 円の減額補正でございます。 

続きまして、同ページの 5 款諸収入、5 項受託

事業収入、1 目後期高齢者医療広域連合受託事業

収入、補正額 625 万 7000 円の減額補正でござい

ます。健康診査受診者の実績見込みにより、健康

診査委託料を減額するものでございます。 

以上で議案第 28 号「令和４年度西予市後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２号）」について
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の説明とさせていただきます。 

以上３議案、よろしく御審議の上、御決定くだ

さいますよう、よろしくお願いいたします。 

○竹﨑委員長 

谷口課長の３議案連続しての説明は終わりまし

た。 

これより本案について質疑を一括質疑を行いま

す。 

質疑はありませんか。 

○二宮委員 

マイナンバーカードですけれども、今かなり増

えて８割を超えとるというふうにちょっと聞いて

おるんですが、今現在の交付状況と、マイナンバ

ーカードに保険証をつけるのと、口座情報という

のありますよね。あれって、どのぐらいついとる

か市のほうで分かるのかどうか、お願いします。 

○谷口市民課長 

まず今最新が２月 12 日現在の数値になります

が、交付件数が 2 万 5268 件で交付率が 70.4％に

なります。申請件数は 2 万 9023 件で、申請率

80.9％になっております。保険証と口座との紐づ

けなんですが、正確に今交付しているカードの中

の何件の方が、それに紐づけられているかという

正確な数値はございませんが、保険証のほうが特

に来年度秋にも健康保険証一体化になるというこ

とで、今も窓口は非常に次から次と紐づけのこと

でマイナポイントの申請も含めて来られているの

で、最終的には申請件数と同じに近づいてくると

は思うんですが申し訳ありません。ただいまちょ

っと正確な数値を把握しておりません。 

○二宮委員 

国が目指してるのはもちろん 100％なんでしょ

うけども、ある程度の今回のコロナみたいにいろ

んな交付金とか、そういうのが今後も出てくると

やっぱりカードがあると便利ということで、特に

口座情報等は、市でもちろん分かるようになるわ

けですよね。この人は口座があるということがこ

のマイナンバーカードの情報で、市で分かるわけ

ですよね。そこだけちょっと確認を。 

○谷口市民課長 

この分は市から交付金とかを出すときに、あら

かじめその口座を指定していただくといちいち申

請していただかなくてもそこに入れるようになる

とのことで、最終的にそういうときには、口座を

市で把握させていただいて、そこに入れるように

なるので、市で把握できるようになります。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

○酒井副委員長 

関連ですけど今の税務課との関係で口座が税金

の還付金があるときに、口座を指定するわけです

よね。税務課がどこそこ入れていいかどうかと。

それと連携しているかどうかの確認はどうですか。

連携していますか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後０時 1 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後０時２分） 

○谷口市民課長 

今ほどの酒井委員の御質問ですが、後ほど確認

してお答えさせていただきます。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○森川委員 

後期高齢者医療特別会計ですが625万7000円。

健康診断を受けた人の人数はだいたい何人ぐらい

でしょう。 

○谷口市民課長 

後期高齢者の特定健診の受診者なんですが、１

月請求分までのデータになりますが、トータルで

859 件でございます。これは個別と集団と合わせ

た件数になります。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

ないようですので以上で質疑を終結といたしま

す。 

これより採決を行います。 

初めに、議案第 26 号「令和４年度西予市一般

会計補正予算（第 11 号）」についてお諮りいた

します。 

原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

続きまして、議案第 27 号「令和４年度西予市

国民健康保険特別会計補正予算（第４号）」につ

いて採決を行います。 
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お諮りいたします。 

原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により、当委員会としては原案どおり

可決することに決しました。 

議案第 28 号「令和４年度西予市後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号）」についてお諮り

いたします。 

原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により、当委員会としては原案のとお

り、可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後０時 12 分） 

 

【環境衛生課】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後０時 14 分） 

これよりは環境衛生課所管分に移ります。議案

第 26 号「令和４年度西予市一般会計補正予算

（第 11 号）」を議題といたします。大塚課長の

説明を求めます。 

○大塚環境衛生課長 

議案第 26 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第 11 号）」のうち、環境衛生課所管分に

ついて、予算書に基づき御説明させていただきま

す。 

歳出予算から御説明いたします。 

予算書 36 ページと 37 ページをお開き願います。 

4款衛生費、1項保健衛生費、4目環境衛生費に

ついて御説明いたします。事業概要欄の河川水質

管理事業 17 万 6000 円の減額でございますが、河

川水質調査委託料の入札減によるものでございま

す。続きまして、田園ロマンの里づくり推進事業

214万 3000円の減額でございますが、主な減額理

由といたしましては、ツル・コウノトリのつなが

りで、以前から交流を行っております山口県周南

市立八代小学校と石城小学校の交流事業が、新型

コロナウイルス感染症の影響により中止となり、

関係経費を減額するものでございます。 

次に予算書 37 ページの下段を御覧ください。 

4款衛生費、2項清掃費、2目塵芥処理費につい

て御説明いたします。塵芥処理費庶務事業ですが、

200 万円の減額でございます。ごみ袋作成に係る

入札減によるものでございます。 

次に可燃ごみ処理委託事業 500 万円の減額でご

ざいますが、処理費が減少したことによるもので

ございます。 

予算書 38 ページを御覧ください。 

宇和清掃センター管理運営事業の120万6000円

増額でございますが、会計検査により指摘を受け、

平成 28 年度、29 年度にかけて実施しました宇和

清掃センター解体工事、ストックヤード新設工事

及び市道旧町地区 166 号線舗装新設側溝工事、側

溝整備工事に関わる環境省所管循環型社会形成推

進交付金の国庫補助金返還のため計上をしており

ます。 

続きまして、歳入予算について御説明させてい

ただきます。 

予算書 18 ページを御覧ください。 

18款繰入金、2項基金繰入費、27目田園ロマン

里づくり基金繰入金の 138 万 1000 円の減額でご

ざいますが、先ほど歳出で御説明しました、田園

ロマン里づくり推進事業の減額により、基金充当

分を減額するものであります。 

以上、議案第 26 号「令和４年度一般会計補正

予算（第 11 号）」の環境衛生課所管分の説明を

終わります。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

大塚環境衛生課長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○酒井副委員長 

可燃ごみ処理委託事業は、量が減ったんですか

単価が減ったんですか、どちらですか。 

○大塚環境衛生課長 

処理量が減りまして、減額となりました。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

ないようですので以上で質疑を終結といたしま

す。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 26 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第 11 号）」について原案に賛成の委員の
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挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後０時 19 分） 

 

【健康づくり推進課】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後０時 23 分） 

これよりは健康づくり推進課に所管が変わりま

す。議案第 26 号「令和４年度西予市一般会計補

正予算（第 11 号）」についてを議題といたしま

す。 

○大野本健康づくり推進課長 

議案第 26 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第 11 号）」健康づくり推進課所管分につ

いて予算書に基づき、御説明申し上げます。 

初めに歳出について御説明申し上げます。 

予算書の 34 ページをお開きください。 

4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務

費につきましては、会計年度任用職員給与費

142 万円を減額補正しておりますが、これは９月

補正にて産休等の代替保健師の任用に係る予算を

計上し募集をしたところ、応募がなく不要となっ

たことによるものでございます。 

次に、35 ページをお開きください。あわせて

36 ページも御覧いただいたらと思います。 

2 目予防費につきましては、全体で 8228 万

1000 円を減額補正しております。このうち、予

防接種事業につきましては、令和元年度から実施

しております緊急風疹対策抗体検査の受診者数や

インフルエンザワクチンなどの高齢者の定期接種

数が見込みより少なかったため、予防接種委託料

1500 万円を減額、また、新型コロナウイルスワ

クチンの接種者数が見込みより少なかったことや、

集団接種を行わなかったことに伴って接種委託料

をはじめとする諸経費 6744 万円を減額いたしま

した。また令和３年度のコロナワクチン接種実績

が確定したことにより、令和３年度中に交付され

ました新型コロナウイルスワクチン接種対策費国

庫負担金並びに、新型コロナウイルスワクチン接

種体制確保国庫補助金の過年度返還金 1075 万

9000 円を計上し、予防接種事業全体では、

7168 万 1000 円を減額いたしました。 

次にがん検診等事業でございますが 1060 万円

の減額をしております。これにつきましてはがん

検診受診者数が見込みより少なかったため、年度

末までの執行見込額により不用となると思われま

す通信運搬費 60 万円及び検診委託料 1000 万円を

減額補正するものでございます。 

最後に 37 ページをお開き願います。 

６目保健衛生費の母子保健事業につきましては

見込みより妊娠届出数が少なく、不用となる妊産

婦検診委託料 154 万 9000 円を減額補正するもの

でございます。 

次に、歳入について説明をいたします。 

予算書の 13 ページをお開きください。 

14 款国庫支出金、1 項国庫負担金、2 目衛生費

国庫負担金、1 節保健衛生費国庫負担金の新型コ

ロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金

3657 万 4000 円の減額補正でありますが、これは

歳出において説明いたしましたとおり、新型コロ

ナウイルスワクチンの接種者数が少なかったこと

により、歳出額を減額したことに伴うものでござ

います。 

次に予算書の 14 ページをお開きください。 

同じく 14 款国庫支出金、2 項国庫補助金、2 目

衛生費国庫補助金、1 節保健衛生費国庫補助金の

感染症予防事業費、感染症予防事業費等国庫補助

金 135 万 6000 円及び新型コロナウイルスワクチ

ン接種体制確保事業費国庫補助金 1328 万 6000 円

の減額ですが、先ほど説明をいたしました緊急風

疹対策抗体検査の受診者数の伸び悩み、また、新

型コロナウイルスワクチンの接種に関し、集団接

種を行わなかったことにより、予防接種事業の歳

出額を減額したことに伴うものでございます。 

以上、議案第 26 号「令和４年度西予市一般会

計補正予算（第 11 号）」のうち、健康づくり推

進課所管分についての説明とさせていただきます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

大野本課長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○二宮委員 

特定健診などの健診事業者への委託料なんです

けども受診者が減ったら、受診してもらった人数

分を支払うのか、例えばあんまり減ったら、事業
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者も大変やと思うんですけども基礎があってその

上下というか、ある程度枠があっての委託料なの

か、そこの仕組みをちょっと教えていただきたい。 

○大野本健康づくり推進課長 

今の質問対する回答につきましては権田係長か

ら回答をさせていただきますのでよろしくお願い

します。 

○権田係長 

委託料につきましては、単価で委託契約してお

りますので受診者が減った場合についても、基本

的には１人当たりの単価でお支払いをしておりま

す。ただ、今年度からなんですけれども、１事業

者におきまして、具体的に言いますと婦人がん検

診の子宮頸がん検診において、集団検診で 30 人

以下になる場合につきましては、医師に対する委

託について、少し大変になることから、30 人以

下については、30 人保障ということで、30 人分

は必ずお支払いくださいっていう業者、１機関の

みあります。基本的には、ほかの検診については

１項目について単価としてお支払いしております。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○中村委員 

コロナワクチンの接種者数は伸び悩んだってい

う話ありました。これ今年度の補正なので、全部

で５回あったと思いますけど、何回と何回やった

ですかね。全部どういう仕分になるんかな。今、

補正のこの減ったのは５回のワクチン全部に対し

てではないんですね。 

○竹﨑委員長 

つまり何回目と何回目が対象になってのことか

ということを聞いておるわけですね。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後０時 33 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後０時 37 分） 

○大野本健康づくり推進課長 

今のコロナワクチン接種に関する質問の回答に

つきましては、兵頭室長からお答えをいたします。 

○兵頭健康づくり推進課長補佐（新型コロナウ

イルス感染症ワクチン接種対策室長） 

コロナワクチン接種は、１回目、２回目の接種

率が 92％になっております。３回目がほぼそれ

と同等の 89％で、４回目、５回目につきまして

は徐々に下がり始めまして４回目が 80％、５回

目は 64％と、４回目、５回目につきまして減少

しております。特に、５回目が４回目に比べて

16％と大きく減少しております。このことにつき

ましては、やはり接種開始当初は未知のウイルス

の発生ということで、非常に関心も高くて、接種

される方が多かったんですけども、３回目、４回

目になりまして、大体ウイルスの状況が把握出来

たのと、やはり回数重ねるごとに、打ち疲れとい

うか、打たれたら多少なりとも熱が数日続いたり

とか、倦怠感が出たりとかいうのがございますの

で、そういったこともあって急激に落ちたのと、

ウイルスが弱毒化というか、当初に比べて、かか

っても、あまり死亡しないというようなことで、

そういったことが分かってきたことによる接種率

が減ってきたのだと考えております。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後０時 39 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後０時 40 分） 

○兵頭健康づくり推進課長補佐（新型コロナウ

イルス感染症ワクチン接種対策室長） 

今回の予算につきましては主に４回目、５回目

になります。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○酒井副委員長 

この質問は次のときに答えていただいて結構な

んですが、非常に国も後遺症の問題やいろいろ、

倦怠感、だるさ、頭痛、そして咳がとまらない、

こういう実態を西予市の中で調査しているかどう

かということを次の当初予算のときにお聞きしま

すんで準備をしていただきたいと思います。 

○竹﨑委員長 

今日の返答は必要ない、次のときにお願いしま

すということです。 

そのほか質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 26 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第 11 号）」について原案に賛成の委員の

挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 
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挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

本委員会に付託されました議案についての審査

は全て終了いたしました。 

これにて散会といたします。 

 

 

散会 午後０時 42 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

西予市議会委員会条例第30条第１項の規定によ

りここに署名する。 

 

 

  西予市議会厚生常任委員長 竹﨑 幸仁 

 

 

        

 


